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　『
近
江
日
野
の
歴
史
』
第
三
巻
「
近

世
編
」
発
刊
に
と
も
な
い
、
江
戸
時
代

の
日
野
の
姿
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら

紹
介
し
て
い
ま
す
。
第
二
回
目
は
、
村

社
会
の
様
子
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

  

村
明
細
帳
を
み
る

　
近
世
の
日
野
に
は
、
現
在
の
大
字
と

ほ
ぼ
同
じ
五
五
の
村
が
あ
り
ま
し
た
。

「
村
」
は
、
村
人
の
生
活
を
支
え
る
単

位
で
あ
る
と
と
も
に
、
領
主
支
配
の
基

礎
単
位
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
村
と
い
う
単
位
の
中
、
村

人
た
ち
は
、
農
業
生
産
活
動
や
日
常
の

共
同
生
活
を
営
み
ま
し
た
。

　
村
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
各
村
が
作

成
し
た
「
村
明
細
帳
」
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
村
明
細
帳
は
、
現
在
の

町
勢
要
覧
に
相
当
す
る
も
の
で
、
村
高

（
一
村
の
土
地
の
生
産
力
を
表
す
）
・
総

面
積
、
田
畑
の
石
高
・
面
積
の
記
載
、

稲
の
種
類
や
肥
料
と
い
っ
た
農
業
に
関

す
る
こ
と
、
人
口
・
家
数
・
寺
数
な
ど

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
村
を
支
配
し
て

い
た
領
主
た
ち
は
、
自
領
を
把
握
す
る

た
め
、
領
内
の
村
に
対
し
て
村
明
細
帳

の
提
出
を
命
じ
ま
し
た
。

　
一
例
と
し
て
、
文
化
十
五
（
一
八
一

八
）
年
に
鎌
掛
村
で
作
成
さ
れ
た
村
明

細
帳
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
帳
面
に
は
、
村
高
一
六
三
四
・
五
七
三

石
、
家
数
三
一
五
軒
、
人
数
一
二
三
〇

人
、
医
師
一
人
、
寺
四
軒
と
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
村
で
馬
二
疋ひ

き

・
牛
四
一
疋
を
飼
っ

て
い
る
こ
と
、
酒
造
業
を
営
む
者
が
い

る
こ
と
、
田
畑
を
荒
ら
す
猪
・
鹿
な
ど

を
追
い
払
う
た
め
の
鉄
砲
を
二
挺
所
持

し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
情
報
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

  

村
役
人
の
業
務

　
江
戸
時
代
の
村
は
、
庄し

ょ
う
や屋

を
は
じ
め

と
す
る
村
役
人
が
中
心
と
な
り
運
営
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
村
役
人
は
、
住
民
の
相
談
に
よ
っ
て

選
出
さ
れ
、
こ
れ
を
領
主
が
追
認
し
て

決
定
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
先
ほ
ど
に
引
き
続
き
、
鎌
掛
村
の
村

役
人
に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
鎌
掛
村
の
村
役
人
組
織
は
、
庄
屋
一

人
、
問と

い
や屋

一
人
、
年
寄
二
人
、
百

ひ
ゃ
く
し
ょ
う
だ
い

姓
代

一
人
、
筆ひ

っ
し
ゃ者

四
人
、
世
話
役
の
肝

き
も
い
り
し
ゅ
う

煎
衆

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
村
役
人
が
一
年
間
に
取
り
組

む
べ
き
業
務
内
容
は
、「
年

ね
ん
ち
ゅ
う
じ
ょ
う
し
き
き
ゅ
う

中
定
式
旧

記き

」
の
タ
イ
ト
ル
を
も
つ
史
料
か
ら
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
年
間
の
業
務
は
、
正
月
一
日
に
問
屋
・

年
寄
・
百
姓
代
・
肝
煎
衆
が
庄
屋
宅
へ

年
頭
の
挨
拶
に
出
向
く
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
正
月
に
は
村
中
の
住
民
を
集

め
、
村
の
政

ま
つ
り
ご
と事

や
領
主
か
ら
の
触ふ

れ

の
読

み
聞
か
せ
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
三

月
に
は
、
宗

し
ゅ
う
も
ん
ち
ょ
う

門
帳
の
確
認
を
行
い
、
村

の
人
別
改
め
（
戸
籍
・
人
口
調
査
）
を

実
施
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
領
主
か
ら
の
触
を
村
人
に
周

知
さ
せ
る
こ
と
や
、
住
民
の
戸
籍
を
把

握
す
る
こ
と
は
、
村
役
人
の
重
要
な
業

務
の
一
つ
で
し
た
。

　
そ
し
て
、
村
役
人
の
業
務
の
中
で
、

最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
年
貢
に
関

す
る
業
務
で
す
。
江
戸
時
代
、
年
貢
は

村
単
位
で
負
担
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

年
貢
徴
収
も
、
村
役
人
が
中
心
と
な
り

行
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
「
年
中
定
式
旧
記
」
に
も
年
貢
に
関

す
る
業
務
が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
十
月
に
は
、
郷ご

う
ぐ
ら倉

（
年

貢
の
一
時
保
管
庫
）
に
入
り
、
鼠

ね
ず
み

の
有

無
を
確
認
。
そ
し
て
、
年
貢
徴
収
準
備

の
た
め
、
土
地
の
移
動
に
と
も
な
う
住

民
の
持
高
に
変
更
が
な
い
か
を
確
認
の

う
え
、
年
貢
を
村
人
に
割
り
当
て
る
た

め
の
元
と
な
る
名な

よ
せ
ち
ょ
う

寄
帳
を
作
成
し
ま
し

た
。
十
一
月
に
は
、
そ
の
名
寄
帳
を
元

に
年
貢
を
割
り
当
て
、
年
貢
の
徴
収
作

業
を
行
い
ま
し
た
。

　
村
役
人
は
、
こ
の
よ
う
な
業
務
の
ほ

か
に
、
領
主
に
対
す
る
要
望
を
願
書
で

提
出
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
村
役
人
は
、
領
主
と
村
と
の
間

を
繋
ぐ
と
い
う
、
と
て
も
大
切
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

▶
村
役
人
の
年
間
業
務
が
記
さ
れ
た
「
年
中

　
定
式
旧
記
」（
日
野
町
有
古
文
書
）
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こ
れ
ま
で
に
刊
行
し
ま
し
た
『
近
江
日
野
の
歴
史
』
は
、
第
一
巻
「
自
然
･

古
代
編
」、
第
二
巻
「
中
世
編
」、
第
三
巻
「
近
世
編
」、
第
五
巻
「
文
化
財
編
」
、

第
六
巻
「
民
俗
編
」、
第
七
巻
「
日
野
商
人
編
」、
第
八
巻
「
史
料
編
」
と
な

り
ま
し
た
。
教
育
委
員
会
や
各
公
民
館
な
ど
に
お
い
て
、
一
冊
四
、
〇
〇
〇

円
で
好
評
販
売
中
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。
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